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第４章． データの蓄積  

1）目的  

・状態監視のデータは、基準値との比較（絶対評価）や傾向管理（相対評

価）により評価・算定し、継続監視や分解整備等を実施する上での基礎資

料とする。  

・現時点では、状態監視に関する評価基準値や保全管理技術は確立されてい

ない。今後、故障データ等の収集・分析を通じて劣化予測や予兆検知を行

い、状態監視技術の確立を目指す。  

・また、更なる先進技術の活用を想定し、第 6 章で示すように蓄積される状

態監視データ、IoT、AI を用いた管理の省力化、省人化、状態監視精度向

上による保全管理コストの削減を目指す。  

2）農業水利ストック情報データベースへの蓄積  
・各計測結果による傾向管理や今後のデータ蓄積のため、形式が統一された

データを蓄積することが重要である。  

・取得した国営造成施設のデータは、施設の情報を一元的に管理する「農業

水利ストック情報データベース」に集約する。  

・蓄積されたデータは、ダウンロードし施設毎の傾向管理や判定基準の検討

等を行うための基礎資料として活用する。  

・ここで、「農業水利ストック情報データベース」は、現時点で状態監視に

関するデータシートに対応していないことから、暫定的な対応として、次

頁以降に添付する状態監視データシートを参考とし、各計測結果の入力、

蓄積を行うこととする。  
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表 -4.1 状態監視データシート【潤滑診断】  
 

 
  

記入内容

局名を記入

地区名を記入

用水機場、排水機場の区分を記入

機場名を記入

ポンプ口径を記入

対象機器の製造年を記入

対象機器の名称を記入

対象機器の形式に記入

潤滑診断を部位を記入

主ポンプの原動機出力を記入

運転時の回転数を記入

前回の潤滑油交換からの運転時間を
記入

前回潤滑油を交換した年月日を記入

分類 該当項目 分析項目 項目 単位 採油した年月日を記入

供用後の年数を記入

－
分析会社の報告書に記載のある、分
析番号を記入

－ オイル、グリースの区分を記入

水分濃度（Wc） ppm 分析結果を記入

粘度変化率（δ） mm²/s40℃ 〃

新油からの変化値にて判定 mgKOH/g 〃

波数1710cm-1付近のピー
クの高さ
3650cm-1付近のピークの
高さ
650～1300cm-1付近の
ピークの高さ

－ 〃

－ 〃

℃ 〃

ＮＡＳ等級判定 個/100ml 〃

ＮＡＳ等級判定 mg/100ml 〃

大摩耗粒子濃度AL PL/ml 〃

小摩耗粒子濃度AS PS/ml 〃

AL≦As － 〃

AL/As － 〃

全摩耗濃度(WPｃ) %/ml 〃

異常摩耗指数(Is値) － 〃

摩耗粒子分析 － 〃

金属ｲｵﾝ＋固形分 固形分

鉄(Fe) 軸受ケーシング等 ppm 0 1.0 〃

鉛(Ｐｂ) エンジン部品 〃 0 0.0 〃

銅(Cu) ﾜｯｼｬｰ、保持機等 〃 0 0.3 〃

クロム(Cr) ベアリング 〃 0 0.0 〃

アルミ(Al) ﾜｯｼｬｰ、ﾒﾀﾙ軸受 〃 0 0.0 〃

ニッケル(Ni) エンジン部品 〃 0 － 〃

錫(Sn) メタル軸受 〃 0 0.0 〃

砂の混入 けい素(Si) 外部混入異物 〃 0 － 〃

ほう素(B) 添加剤 〃 0 － 〃

ナトリウム(Na) 外部混入異物 〃 0 0.0 〃

リン(P) 酸化防止剤、洗浄剤 〃 2 0.0 〃

亜鉛(Zn) 酸化防止剤 〃 0 0.1 〃

カルシウム(Ca) 外部混入(洗浄剤) 〃 0 0.0 〃

バリウム(Ba) 外部混入(洗浄剤) 〃 3 0.3 〃

マグネシウム(Mg) 外部混入(洗浄剤) 〃 0 0.0 〃

モリブデン(Mo) オイル添加剤 〃 0 0.0 〃

バナジウム(V) オイル添加剤 〃 － － 〃

SOAP-T法 油中金属分析法(金属元素と濃度の分析)

軸受部劣化

冷却水や
不凍液の混

入

潤滑油添加
剤・

異種オイル
の

混入

摩
耗
状
態

ﾌｪﾛｸﾞﾗﾌｨｰ法
  (油中摩耗粉分析)

8.4E+00

フリクションポリマー

0.76

21.0＞5.3

3.76

3.95

3.00

汚染状態
計数汚染度 6

質量汚染度 1.30（107等級）

ちょう度 －

滴点 －

赤外線吸収スペクトル 新油と一致しない箇所あり

計
測

結

果
数

値

物理的性状
(劣化状態)

水分（KF法） 18.9

動粘度 64.14（-1.2％）

酸価 0.05

120-001315

油の種類 オイル

計
測
時

作
業
環
境

2020.8.18採油

供用後の年数

分析番号

潤滑油交換からの運転時間 1200hr

潤滑油交換記録 2017.8.20

規模 120ｋｗ

機器の回転数（ｍｉｎ-1） 173

構造 横軸斜流

調査部位 ポンプ外軸受

製造年 1985年

施設名称 1号ポンプ

排水機場

名称 ▲▲排水機場

ポンプ口径 φ1200

項目 報告No.●●●

調
査
施
設

局名 関東農政局

地区名 ●●地区

揚水・排水

0.8μ m 未満  0.8μ m 以上  
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表 -4.2 状態監視データシート【振動診断】  
  振動調査№○ 記入内容

関東農政局 局名を記入

●●地区 地区名を記入

令和２年度 調査を実施した年度を記入する

排水機場 用水機場、排水機場の区分を記入

▲▲排水機場 機場名を記入

φ1200 ポンプ口径を記入

1985年 対象機器の製造年を記入

1号ポンプ 対象機器の名称を記入

横軸斜流 対象機器の形式に記入

120ｋｗ
対象機器の規模（原動機出力等）を記入す
る

45786hr（1308hr/年）
供用開始から振動調査時までの運転時間
を記入

2016.3 前回分解整備を実施した年月日を記入

JFE ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ社製

MAINTE PRO MK-210HE II

振動調査に用いた振動計のメーカ名、型番

を記入

マグネット式
ピックアップの種類（マグネット式、探触棒
式）を記入

ポンプ外部軸受減速機側 振動を測定した位置を記入

ポンプ外部軸受反減速機側 〃

2020.8.18計測 調査日を記入

140ｍｍ/150ｍｍ 対象機器の主軸の軸径を記入

173ｒｐｍ 対象機器の振動測定時の回転数を記入

Ｖ方向 2.8 計測結果を記入

Ｈ方向 3.9 〃

Ａ方向 4.6 〃

Ｖ方向 5.5 〃

Ｈ方向 2.2 〃

Ａ方向 5.7 〃

６０未満
当該業務において適用した判定基準値を
記入

JIS　B８３０１ 判定基準の出典根拠を記入

良好 測定値から診断した評価結果を記入

Ｖ方向 0.6 計測結果を記入
Ｈ方向 0.6 〃

Ａ方向 0.8 〃
Ｖ方向 0.7 〃
Ｈ方向 0.6 〃
Ａ方向 1.0 〃

◎:3.2未満

○:3.2以上5.1未満

△:5.1以上8.5未満

×:8.5以上

当該業務において適用した判定基準値を
記入

ISO　10816-7 判定基準の出典根拠を記入

良好

測定値から診断した評価結果を記入

Ｖ方向 0.080 計測結果を記入
Ｖ方向(最大) 0.180 〃

Ｈ方向 0.034 〃
Ａ方向 0.034 〃
Ｖ方向 0.030 〃

Ｖ方向(最大) 0.100 〃
Ｈ方向 0.028 〃
Ａ方向 0.036 〃

参照元 JEIC基準（㈱ジェイク）AVE 判定基準の出典根拠を記入

基準値

〇：0.13未満

△：0.１３以上0.26未満

▲：０．２６以上0.39未満

×：０．３９以上

当該業務において適用した判定基準値を
記入

良好 測定値から診断した評価結果を記入

ポンプ軸受反原
動機側

ポンプ軸受原動
機側

判定基準

判定基準出典

診断評価

振
動

加
速
度

(

G

）

ポンプ軸受反原
動機側

ポンプ軸受原動
機側

判定基準

診断評価

軸径（ｍｍ）

回転数（min-1)

計
測
結
果

変

位

(

振
幅
μ
m

)

ポンプ軸受反原
動機側

ポンプ軸受カッ
プリング側

判定基準

判定基準出典

診断評価

速
度

(

振

動
速
度
m
m
/
s

)

施設名称

構造

規模

運転時間

分解整備実施時期

計
測
時
作
業
環
境

振動計

振動計取付方法

取付け位置

調査日

一
般
事

項

局名

地区名

調査年度

調
査
施
設

揚水・排水

名称

ポンプ口径

製造年
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表 -4.3 状態監視データシート【温度測定】  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

軸受温度№○ 記入内容

関東農政局 局名を記入

●●地区 地区名を記入

令和２年度 調査を実施した年度を記入

排水機場 用水機場、排水機場の区分を記入

▲▲排水機場 機場名を記入

φ1200 ポンプ口径を記入

1985年 対象機器の製造年を記入

1号ポンプ 対象機器の名称を記入

横軸斜流 対象機器の形式に記入

120ｋｗ 対象機器の規模（原動機出力等）を記入

45786hr（1308hr/年）
供用開始から振動調査時までの運転時間
を記入

2016.3 前回分解整備を実施した年月日を記入

常設温度計
温度測定に用いた手法を記入（常設温度
計、棒状温度計、非接触赤外線温度計）

①ポンプ外部軸受減速機側 温度を測定した位置を記入

②ポンプ外部軸受反減速機側 〃

2020.8.18計測 調査日を記入

140ｍｍ/150ｍｍ 対象機器の主軸の軸径を記入

173ｒｐｍ 対象機器の温度測定時の回転数を記入

2.8 計測結果を記入

3.9 〃

①ポンプ外部軸受減速機側

②ポンプ外部軸受反減速機側

軸径（ｍｍ）

回転数（min-1)

計
測
結

果

施設名称

構造

規模

運転時間

分解整備実施時期

計
測
時
作
業
環
境

温度計

取付け位置

調査日

一
般
事
項

局名

地区名

調査年度

調
査
施
設

揚水・排水

名称

ポンプ口径

製造年
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第５章． 傾向管理手法  

1）傾向管理の概要  

・傾向管理は施設機械設備の劣化判定方法の一つ。機器・部品等の状態を経

時的に監視・計測して、その傾向の変化により機器の劣化進行を把握。  

・計測値の経年変化をグラフ上にプロット（傾向管理グラフ）して、劣化の

進行具合を予測し、整備・補修又は更新（取替）時期を検討。数値的な根

拠に基づき点検や更新サイクルの延伸を図る。  

・定期的に計測した結果を時系列で比較。正常な場合の値を初期値とし、初

期値の何倍になったかをみて、異常又は異常の兆候の有無を判定する。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

異常ｿﾞｰﾝ 

注意ｿﾞｰﾝ 

良好ｿﾞｰﾝ 

注意ライン  

管理基準値 

図 -5.1 傾向管理のイメージ  
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2）測定周期  

・下表に示す目安にかかわらず、状態監視による測定周期は、ポンプ運転時

間や施設の条件に応じて設定することが必要である。  
・平常時の記録を基に、測定周期の短縮や延長の検討も必要である。  
・測定に当たっては計測位置やポンプの運転状況（運転時間、回転速度、吐

出し量等）について、測定時の条件が同一となるよう留意する。  

表 -5.1 状態監視手法毎の測定周期（目安）  

状態監視手法  測定周期  備考  

潤滑診断 ２～３年／回 程度※   

振動診断 ２～３年／回 程度   

温度診断 １～２ヶ月／回 程度   

内視鏡診断 適宜不具合時   

絶縁抵抗測定 １年／回 程度   

接地抵抗測定 １年／回 程度   

電流測定 １～２ヶ月／回 程度   

電圧測定 １～２ヶ月／回 程度   

回転数測定 １～２ヶ月／回 程度   

※例えば、簡易潤滑診断装置で△評価となると、２～３ヶ月に１回実施など、測定周期

を短くする。  

 
3）傾向管理による評価 

・傾向管理（相対評価）にあたっては、相対値評価基準値として「注意値」

「予防保全値」を設定し、計測データの変化傾向とトレンドグラフに示し

た管理基準値との比較を行う。  
・振動診断、温度診断結果の相対値評価基準値の設定及び評価方法は、 ISO、

JIS 規格等を基に検討することを基本とする。  
・潤滑診断結果に関しては、 ISO、JIS 規格等がなく、民間分析会社の検討事

例を参考に示す。  
・傾向管理（相対評価）については、現状の技術的な知見に基づく方法であ

り、今後の評価事例の蓄積により、指標の改善、傾向管理手法の確立を図

る。  
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①振動診断  

・振動値の変位量を用いた相対評価の初期値、注意値、危険値の設定は、

ISO 基準を準用し、以下のとおりとする。  
初期値：新規設置（又は更新）時又は最新整備後から 1 年程度で機器が

安定した状態の計測データの平均値とすることを基本とする。  
注意値：初期値の 2.5 倍以上を基本とする。  

（軸受振動基準 IS020816-1 準用）  
予防保全値：初期値の 6.3 倍以上を基本とする。  

（軸受振動基準 IS020816-1 準用）  

・初期値の設定において、機器の安定した状態が得られない期間は、新規設

置（又は更新）時又は最新整備後の初回データを仮の初期値とし、安定し

た状態でのデータが得られた時点で、初期値を再設定するものとする。  

・主ポンプにおいて、初期値の値が大きく、注意値や予防保全値が不適切に

大きくなる場合は、予防保全値を新設時の許容値（JIS B 8301, 80μm）と

するなど適切に設定する。  

・減速機、主原動機において、初期値の値が大きく、注意値や予防保全値が

不適切に大きくなる場合は、新規製作時の試験成績書等により設置当初の

状況を確認の上、予防保全値をメーカー許容値とする等適切に設定する。  

・新規設置（又は更新）時のデータがなく、振動計測を開始する時点の計測

値が著しく大きくない場合は最初の計測値を仮の初期値とする。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 -5.2 振動値の傾向管理事例  

予 防 保 全 値 =31.5 

「H19」、「H14～H18」、「H19～H23」、「H24」 
それぞれ計測機器が異なる。  
正常値は直近の H24 年度の数値を使用  

1 号主ポンプ：S56 年設置  
※メーカー許容量：80μm 

   正常値    測定値  

5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

正常値設定点  

単
位

：
μ

m
 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

10.0 

15.0 

5.0 

0.0 

正 常 値 =5.0 

注 意 値 =12.5 
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②温度診断  
・温度診断の場合は、統計的品質管理の考え方（JIS Z 9021:1998）を採用

し、正常値（初期値）a、標準偏差σを用いて、傾向管理の上限及び下限の

基準値を次のように設定する。  
注  意  値   ＝  a±2σ （温度は+のみ）  
予防保全値  ＝  a±3σ（温度+のみ）  

    σは正常値（初期値）設定区間における計測値の標準偏差である  

 ・初期値の設定において、機器の安定した状態が得られない期間は、新規設

置（又は更新）時又は最新整備後の初回データを仮の初期値とし、安定し

た状態でのデータが得られた時点で、区間を再設定し、初期値を設定する

ものとする。  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 -5.4 温度の傾向管理事例  

図 -5.3 標準偏差（σ）を用いた管理基準値のイメージ  

   正常値    測定値  

こ の 初 期 値 設 定 区 間 の 計

測 値 か ら 、 標 準 偏 差 を 求

め、基準値を設定。  

初期値設定区間  

正常値=441.5 
+σ=458.2 
+2σ=474.8 
+3σ=491.5 

100.0 

0.0 

200.0 

300.0 

400.0 

500.0 

600.0 

700.0 

H19 H19 H20 H20 H21 H21 H22 H22 H23 H23 H24 H24 H25 H25 H26 H26 
5 9 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 

480 500 
520 

640 
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③潤滑診断  
・潤滑診断技術の運用は最近始められたばかりであるため、現時点で JIS や

ISO 等の公的基準に基づく手法は確立していない。  
・以下に、分析会社が提案する計測周期の短縮等の検討イメージを示す。  

鉄等の金属成分量や摩耗粉の量（p.3-12,表-3.5,金属濃度分析による）が増

加し注意値に近づく等、設備機械に故障の兆候が見られた場合には、計測

周期を短縮して劣化の進行を捉え、予防保全値に達する時期を予測する。  
・分析データは、農業水利ストックデータベース上で施設管理者、造成者が

情報共有していくイメージである。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 -5.5 潤滑油 分析データの推移の模式図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［測定周期の見直し］ 
・計測結果の変化の程度が
前回データに比較して、傾
きが「0.5 程度」又はそれ
以下の場合はサンプリング
周期を変えない。 

・「0.5～1.0」になった場合
には定期的なサンプリング
周 期 を １ ／ ２ の 期 間 と す
る。 

・「1.0～3.0」ではサンプリ
ング周期を１／３とする。 
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4）傾向管理グラフ活用のイメージ  

傾向管理グラフを活用した点検、保全サイクル延伸のイメージを示す。

傾向管理グラフは、農業水利ストックデータベース上で施設管理者、造成

者が情報共有していくイメージである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 -5.6 傾向管理グラフを用いた点検、更新サイクル延伸のイメージ  
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第６章． 今後の機能診断手法  

・IoT 等の活用による状態監視の遠隔監視化技術が運用され始めている。  

・将来的には AI、IoT 等の先進技術の活用により、状態監視も自動化されて

いくことが予想される。すべてのポンプ設備での AI、IoT 等の先進技術の

活用が望まれるが、現状では投資効率の面で課題があり、施設の重要度に応

じて活用することとなる。  

1）状態監視手法関連の新技術 

・ポンプ設備の状態監視に向け、高精度センサや AI 等の先進デジタル技術

を活用した技術開発が進められている。  
 
【振動の計測】  
 ・過電流式変位計によるインペラ・主軸の変状把握  
 ・加速度センサ－による故障有無の把握  

 

【各種計測値】  
 ・ネットワークカメラによる機付メータの読み取り  

 
【温度の計測】            【回転数の計測】  
 ・サーモカメラによる軸受け温度計測  ・レーザセンサによるポンプ回転数計測  

 
  
 
 

 

図 -6.1 センサ、IoT を利用した状態監視  

先進技術を活用した状態監視手法が、ポンプメーカー等より提案されてい

る。次頁以降、先進的な状態監視手法について紹介する。  
  

回転部  
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事例１ IoT を活用した潤滑診断  
 

【概要】  農業用施設機械設備（ポンプ設備）について潤滑油の油汚染度（計

数汚染度）及び潤滑油性状（酸価・水分）の遠隔による常時監視が可

能な計測装置、オンラインモニタリングセンサを開発し、実証中。更

なる小型化、低コスト化の取り組みを進めている。  
   

簡易潤滑診断装置：農林水産省 官民連携新技術研究開発事業により開発  

簡易潤滑診断装置を活用した常時監視が可能な計測装置を開発  
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●前頁の装置を “新潟県新潟市南区吉江地内七穂排水機場“  で試行  

   
常時監視装置と通常の潤滑診断結果を比較した結果、ほぼ同様の結果が得

られ、有用性が確認された。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料提供：トライボテックス（株） 

1 号機  2 号機のろ過機据付け配置  高性能油ろ過機据付けの様子  

1 号機 2 号機に据付けた  
潤滑油計測装置の配置  

潤滑油計測装置  
左：  1 号機  右：  2 号機  
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事例２ IoT を活用した振動診断  

 

【概要】  簡易振動センサ、携帯アプリを用いて状態監視を行い、計測結果に

よって傾向管理、分析を行うシステム  
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資料提供：（株）酉島製作所  
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事例３ AI による錆の自動抽出  

【概要】  内視鏡診断で取得した映像から、AI により錆を自動抽出。従来のヒ

トによる評価判定作業労力が大幅に軽減し、判断の客観性を確保。  
 

 
 
事例４ 超音波による腐食診断  

【概要】  機械構造物や配管などの内部腐食状況を超音波で推定。  

 
 

 

資料提供：クボタ機工（株） 

資料提供：（株）日立インダストリアルプロダクツ  

※本手引きでは、状態監視手法として超音波法にふれていないが、測定機器の高性能化

により、ポンプ内部状況の状態把握手法の一手法として、今後期待される手法である。 
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2）将来的な状態監視を含めた機能診断、保全計画 

将来的には IoT 等の先進技術の活用により、状態監視も自動化され、更に、状

態監視結果による傾向管理データから、AI の活用により、各設備の劣化予測が

行われ、予測結果を基にした施設全体、地区全体の保全計画が行われていくこと

になる。  
すべてのポンプ設備での先進技術の活用が望まれるが、現状では投資効率を

始めとして解決すべき多くの課題がある。現場実装に向けては対象施設の重

要度や規模などを考慮して検討していく必要がある。  
 

 
図 -6.2 AI を活用した傾向管理、劣化予測  

 

 

図 -6.3 AI を活用した地区単位の保全計画  
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